
生駒市条例第８号 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２６年３月１３日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６月生駒市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

道路占用料額 

占用物件 
基準 

料金 
期間 単位 

第１種電柱 １年 １本 ６１０円 

第２種電柱 １年 １本 ９４０円 

第３種電柱 １年 １本 １，３００円 

第１種電話柱 １年 １本 ５５０円 

第２種電話柱 １年 １本 ８７０円 

第３種電話柱 １年 １本 １，２００円 

その他の柱類 １年 １本 ５５円 

共架電線その他上空に設ける線類 １年 １メートル ５円 

地下に設ける電線その他の線類 １年 １メートル ３円 

路上に設ける変圧器 １年 １個 ５４０円 

地下に設ける変圧器 １年 １平方メートル ３３０円 

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１年 １個 １，１００円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 １年 １個 ４６０円 

地

下

埋

外径が０．０７メートル未満の

もの 

１年 １メートル ２３円 

外径が０．０７メートル以上０ １年 １メートル ３３円 



設

物

類 

．１メートル未満のもの 

外径が０．１メートル以上０．

１５メートル未満のもの 

１年 １メートル ４９円 

外径が０．１５メートル以上０

．２メートル未満のもの 

１年 １メートル ６６円 

外径が０．２メートル以上０．

３メートル未満のもの 

１年 １メートル ９８円 

外径が０．３メートル以上０．

４メートル未満のもの 

１年 １メートル １３０円 

外径が０．４メートル以上０．

７メートル未満のもの 

１年 １メートル ２３０円 

外径が０．７メートル以上１メ

ートル未満のもの 

１年 １メートル ３３０円 

外径が１メートル以上のもの １年 １メートル ６６０円 

通

路 

上空に設けるもの １年 １平方メートル １，９００円 

地下に設けるもの １年 １平方メートル １，２００円 

その他のもの １年 １平方メートル １，１００円 

板囲、足場、さく等工事用施設類 １月 １平方メートル ３８０円 

広

告

物

類 

看板 １年 １平方メートル ３，８００円 

アーチ １月 １基 ３，８００円 

広告塔 １年 １平方メートル ３，８００円 

標識 １年 １本 ８７０円 

アーケード(日覆を含む｡) １年 １平方メートル １，１００円 

その他のもの 市長が別に定める額 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１

項若しくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規定による同

意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路



占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、

当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。 

 


